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ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
か
ら
財

政
再
建
プ
ロ
グ
ラ
ム
試
案

（
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｔ
案
）
が
公

表
さ
れ
、
訓
練
現
場
施
設
の

廃
止
・
委
託
費
の
カ
ッ
ト
な

ど
、
知
的
障
害
者
の
雇
用
促

進
や
自
立
支
援
に
と
っ
て
、

極
め
て
厳
し
い
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
エ
ル
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
四

月
二
十
三
日
（
水
）
に
ド
ー

ン
セ
ン
タ
ー
に
て
集
会
を

開
催
し
、
参
加
さ
れ
た
各
団

体
か
ら
の
熱
い
要
望
を
受

け
て
、
翌
二
十
四
日
、
エ

ル
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
よ
り
大
阪

府
知
事
宛
に
「
大
阪
知
的
障

害
者
雇
用
促
進
建
物
サ
ー

ビ
ス
事
業
協
同
組
合
へ
の

就
労
支
援
の
協
力
に
つ
い

て
」
と
い
う
要
望
書
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
も
調

整
が
続
い
て
お
り
、
わ
れ
わ

れ
も
そ
の
経
緯
を
し
っ
か

り
と
確
か
め
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

今
後
の
経
過
に
注
目
で
す
。
 

障
害
者
自
立
支
援
法
に
お

け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
軽

減
措
置
が
と
ら
れ
て
き
ま
し

た
が
、
平
成
二
十
年
七
月
か
ら

障
害
者
自
立
支
援
法
の
抜
本

的
見
直
し
に
向
け
た
緊
急
措

置
と
し
て
利
用
者
負
担
が
さ

ら
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
利
用
者

負
担
の
軽
減
措
置
を
受
け
る

た
め
に
は
申
請
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
 

七
月
か
ら
の
減
免
の
適
用

に
つ
い
て
は
六
月
十
日
（
火
）

ま
で
に
、
お
住
ま
い
の
区
の
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
地
域
保
険

福
祉
担
当
に
減
免
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
負
担
上
限
月
額
を
決
め
る

際
、
現
行
は
家
族
み
ん
な
の
所

得
（
住
民
票
上
の
世
帯
）
で
判

断
し
て
い
ま
す
が
、
十
八
歳
以

上
の
障
害
者
（
二
十
歳
未
満
の

入
所
施
設
の
利
用
者
は
除
き

ま
す
）
は
、
本
人
の
み
又
は
障

害
者
本
人
と
そ
の
配
偶
者
の

所
得
で
判
断
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
 

さ
ら
に
・
・
・
訪
問
系
・
通

所
系
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用

し
て
い
る
低
所
得
の
方
に
つ

い
て
、
次
の
資
産
要
件
に
該
当

す
れ
ば
利
用
者
負
担
が
さ
ら

に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

＊
預
貯
金
の
額
等
が
以
下
の

い
ず
れ
か
に
該
当
 

・
単
身
の
方
は
、
本
人
の
預
貯

金
の
額
が
五
百
万
円
以
下
 

・
夫
婦
世
帯
の
方
は
、
配
偶
者

の
預
貯
金
の
合
計
が
一
千
万

円
以
下
 

・
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
方

は
、
預
貯
金
額
の
合
計
が
一
千

万
円
以
下
 

＊
一
定
の
不
動
産
（
親
族
等
が

現
に
居
住
す
る
不
動
産
）
等
以

外
の
資
産
を
有
し
て
い
な
い
 

 

ま
た
・
・
・
通
所
系
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
さ
れ
る
方
の
う
ち
 

七
月

七
月

七
月

七
月
か
ら

か
ら

か
ら

か
ら
更更 更更
にに にに
利
用
者

利
用
者

利
用
者

利
用
者
 

負
担

負
担

負
担

負
担
がが がが
軽
減

軽
減

軽
減

軽
減
さ
れ
ま
す

さ
れ
ま
す

さ
れ
ま
す

さ
れ
ま
す
！！ ！！
 


